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中央 アジァ出土古チベット語家畜売買文書

武 内 紹 人.

はじめに

敦煙 ・トルキスタン出土のチベット文献のなかには,現 在確認 し得ただけで

も40点余にのぼる契約文書類が含まれている.こ れらの古チベット語契約文書

は,書 式と内容か ら,売 買契約文書,貸 借契約文書,雇 用契約文書に大別され

る.こ れ らのチベット語契約文書に一般的な書式を抽出し,そ れと他言語文書

の書式との関係の解明をめざすような組織的な研究は これまで皆無であった.

その意味で,漢 語,ウ イグノレ語などの他の中央アジア出土語の契約文書とくら

べ,チ ベ ット語契約文書の研究は立ちお くれていたといってよい.

筆者は,1989年8-9月 に成田で行なわれた国際チベ ット学会において,売

買契約文書を中心に,a)古 チベッ ト語契約文書の書式, .b)他 言語文書(と

くに漢文契約文書)と め比較,c)古 チベット語契約文書成立の経緯,d)古

チベット語契約文書の性格,e)契 約文書が使われた状況(契 約の当事者の民

灘),と いう基本的燗 騨 の解明を試み窪 儲 その離 は瀬 面の制限

もあったので書式の分析に焦点をしぼり,具 体的な文書 としては一点を訳出ナ

るにとどまった.そ のため筆者の設定 した書式にも具体的な裏付けが乏しいよ

うに感じられたことと思 う.ま た,書 式の設定とい う目的のほかに,チ ベット

語契約文書を歴史資料 として活用することを望むむきからも,で きるだけ多く

の文書の訳出が要望されるであろ う.

*本 稿の執 筆にあた り,森 安孝夫,高 田時雄 吉 田豊氏か ら多 くの助言を 得た.と くに,チ ベ ッ ト

文字による漢語音写については高田氏か ら貴重な教示を受けた.記 して感謝 したい.

(1)TheFifthInternationalSeminaronT五beta皿Studieslこ て 口頭発表.論 支は,

Proceedi皿9昌 、にb``Qn.theoldTibeta且salecontracts,'と して掲載の予定.
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さいわい本誌に執筆する場を得たので,こ れから古チベット語の主要な文書

を順次訳出していきたい..国 際チベッ ト学会で発表した論文が,古 チベット語

契約文書の基本的な枠組みの提示を意図したのに対し,こ れらはその肉づけと

いってもよい.両 者併せて参照いただければ幸いである.ま ず本稿では,家 畜

に関する売買契約文書をとりあげよう.

1.古 チベ ット語売買契約文書一覧

古チベット語契約文書のなかで,売 買契約文書は,貸 借契約文書に くらべ数

が少ない.現 在まで確かめ得たものを リス トアップするとつぎのようである.

(2)
古チベ ッ ト語売買契約文 書 リス ト

物 件

牛

牛

牛

馬

女

男
家

擁

牡

牡

牝

家

家

代 価

dmar3srangs

om.

dmar3srangs

om.

dmar7sra㎎s

dmar8srangs

lac.

穀 物4駄

穀 物14?駄

違 約 罰

dmar2srangs

大 麦4駄

Iac.

dmar5srangs

om.

om.

lac.

om.

om.

年

832

823±

835/847

827/839

820士

lac,

825士

831圭

832士

文書番号

P.1094

P.1095

P.1088

P.1297/3

Ch.frag.62

Ml.xlix.7

Hedin2

P.1086

P.2220

上 の表 で み る よ うに,売 買 の 対 象 と な る物 件 は,家 畜(牛 ・馬),入 身,不

動産(土 地 ・家 屋)に 大 別 され る.こ れ ら の売 買 契 約 文 書 は,基 本 的 には 同一 の

(3)

書 式formulaに 従 って 書 か れ て い る とい え るが,対 象 と な る物 件 の性 格 に よ

(2)文 書 の年 の記載 は十二支 のみで十干 を とも なわないが,文 書 の 内容等の 情報か ら推 して も

っとも可能性 が高 いものを示 し,± を附 した。 したが って,つ ぎの可能な年 はプ ラスない し マイ

ナスユ2年 とな る.た だ し,選 択 の範 囲が一 つない し二 つに しぼ られるときは,± をつけずにその

値を記 した.om.(=omisit)は,テ キ ス トにおいて省 略され 明示 されてい ない 場合.lac.(=

1acuna)は,テ キス トの破損等 によって読 み取 れない場合.代 価 の単 位であるdmarに ついて

は,第2章 の注釈で論 じる.文 書番号:P.番 号 はペ リオ蒐集(敦 燈)文 書,Ch.番 号 はスタイ ン

蒐集敦煙文書,ML番 号 はスタイ ン蒐集 ミー ラー ン出土文 書,Hedin番 号 はBailey1973所 掲

のヘデ ィン蒐集文書(出 土地不明).

(3)た だ し,P.1086とP.2220の 二点は受領証'bul-rgyaの 形式をと っている.

(34)



って若干の異同もある.そ こで本稿では,そ のうちの家畜を対象とする文書に
(4)

焦点をしぼ り,家 畜売買文書4点,そ れに参考資料として馬の貸借契約文書1

点をとりあげ順次検討を くわえる.

2.牛 売買文書1:P・1094(図 版1参 照)

牛の売買に関する契約文書は現在3点 確認されてお り,内2点 は首尾がとと

のっている.い ずれも紙文書で,敦 燈出土.ま ずP.1094か ら検討しよう.

概観28×32.5伽 の紙に横長に契約の文面が書かれ,裏 面にはその内容をあら

わす見出しがチベ ット語,漢 語両方で記されている.紙 面に大きな欠損はなく,

文面も首尾備わっている.本 文下部の余白に,朱 の円印が4つ 押されている.

2つ は本売買契約 の売主である安保徳の印で,2つ は保証人である麹デキェの

印である.原 本では短冊状の折 り跡でみえる.以 上の状況から推 して,本 文書

が下書ぎではなく実際の契約文書であったことはまちがいない.

(5)

テ キ ス ト

Recto

1.一Q/:/byibalo'idgunsla'brir19Po'ingola//blongtsug

brtandang/blonkhrisumbzherdang/blonstagsum

bzhergyis/

(4)こ の他 に,ヤ クの売買についての契約 と考え られる文書が一点あるが(Ml.Xlv.109,cf・

ThomasTLT:141),手 持ちの写真では読みが不鮮明のため今回の検討分 にはいれなか った.

(5)テ キ ス トの校訂 にもちい た記号 は,つ ぎのよ うである.

[abc]

[abc～]

[…],[±5]Absentlettersテ キス トの破損部 を判読,再 構成で きない場合.

]abc
abc[

rabd

[a(一b)コ

{abc}
***

ゴ

Supplementsテ キス トの破損等で,」 部 ない し全部 が読 めない文字を校訂者 が

再構成 した もの

Doubtfulreadings再 構成 した文字 の確 実度が低 い場 合

破線ない し数

字は欠損 したと推定 され る文字数を示す

Linebreaks紙 の破損で,行 の途 中か らテキス トが始 ま っている場合

Lillebreaks紙 の破損で,行 の途 中でテキス トが切れ ている場合

Corrections校 訂者 が文 献学的根拠に もとづ きテキ ス ト中の文字を訂正ない し書

き加 えた場合

Ambivalentreadings二 通 りの読みが可能 な場合

MisplacedPassages書 写の際に誤 った場所に挿入された語句

Blanksテ キス ト中の空 白

逆 向きのgi・gu
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キ と エ
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ド
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ゾ ロ マ ニ　　 もエ
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1'・ 濤 ぎ舞 鍵
一 一 こi-」 一 一.耀
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皿[聾
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㌦
署

..闇[.。「..　

鼻
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…灘

…嚢
　

藍
「込

嗣
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コ
2

・3

●4

5

●
6

0
7

8

0
9

10.

11.

12.

13.

14.

kh・ ・m琴yi'd・n・a/P・'・m・nd・bt・bp・'i1・n1・//≒t・ ㎎

sargyisde/1ig.yulegsrjegolgyis//mthongkyabse

tong

pha'isto㎎ponlhoblonklusgra'ibrananpe'utiglas

.gla㎎gchig[d]marsranggsum.gyis

mlaldpa'ispurtagsda㎎rutshugsla// .gla㎎dmarbkra

rutshog/gdongyangbkrabagchigmjalte/slad

kyisglang'dipe'utig'tshonglamyidbangzhe'ambdag

pozhiggudnasbyungngamzhalmchugchesphrachi

byung[bayang]

pe'utigmchidkyis'tshalzhingglangrindudmarsrang

gsum'tshalpazhalche〔grasP]gchadchi

chadpalamyisdodparg.yulegsgyisgor'bulbarbgyis

//brgya'lape'utiggzhilam乱lpchissam

'phraldubsnyagpa'ikhuskadkyismyislebsnadam

gongnas'byungbabzhin/stongsargyistongPonblon

zlabza

gyibrankhugsdeskyesda㎎***mchidkyis'tshalbar

bgyis//mjaltshongs'diltarbgyis

nasgthantshigsbrislagspa'i'ogdutshonglobazh至9.

mchisnaganglobasmyilobalalozan

yalzugssra㎎gnyisga㎎myilobala'phraldustsal

chinglolcagkyangkhrimsbzhingzhu

barbgyispa'idpa㎎1a//zhalchepastagbza㎎[tsi]

nyamdang/1egsbza㎎legsstsanda㎎/1usyang'do

dang/

***1astsqgspa'idpanglgyada㎎/khaslenda㎎pelu

tiggi

sugrgyasbtadpa//

Verso

lhomyilaglangmjalpafdpa㎎ ㎎ya

鯉 汁 鰍
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(6)

訳

Recto

1-2鼠 の 年 の 冬 の第 二 月 に(ngola),ロ ン(blon)・ ツ ク テ ン と ロ ン ・テ ィス

ム シ ェル と ロ ン ・タ クス ム シ ェル が,[瓜 州]軍 管 区(khrom)の 会 議 を 寳 門

(pe'u-mun)に て招 集 した とぎ に,

2-4ト ンサ ル の[千 戸]部 の 李 ユ レ ク主 従(rje-go1)が,ト ン キ ャ プ ・セ トン

パ の千 戸 長 で あ る非 チ ベ ッ ト入 担 当 宮(1ho-blon)ル ダ の隷 僕(bral1)で あ る安

保 徳(anPe'u-tig)よ り,牡 牛 一 頭 を,銅?(dmar)3サ ン(sran9)で 買 った

(mjald);

4[そ の牛]の 毛 の特 徴 と角 の形 状 と して は,赤 の斑 牛 で,角 は 低 く曲 が り,

顔 に も斑 が あ る もの 一 頭 を 買 い,

5-7今 後,「 保 徳 に は この 牛 を 売 る権 利(dbang)が な い 」 とい う[抗 議 が あ っ

た]り,[牛 の 本 当 の]所 有 者 が 他 に現 れ た り して,大 小 の訴 訟 が い か よ うに お

きて も,保 徳 が 対 処 して(mchid-kyis'tsha1-zhing),牛 の 代 償 と して銅?

(dmar)3サ ン と法 廷 で ラ ン ク を定 めた(zhal-chegrasbchad)額 を,滞 る

こ とな く(myisdod-par),ユ レ クの も とに(sgor)支 払 うよ うに定 めた.

7-9万 一(brgya-1a),保 徳 が不 在 で あ っ た り,召 喚 の通 知(bnyag-pa'ikhu-

skad)が 届 か な い場 合 は,先 に述 べ た誓 約 通 り,ト ンサ ノレ[部]の 千 戸 長 で あ る

ロ ン ・ダ ザ の隷 僕 の麹 デ キ ェ(khugsde-skyes)と,[一 人 分 の空 白]が[代 わ

りに]対 処 す る こ と と定 めた.

9-12こ の よ うに 売買 取 引(mja1-tshongs)を 定 め て,正 式 の 誓約 書(gthan-

tshig)を 書 き ま した 後 で,取 引 を反 故 にす る者 が あれ ば,反 故 に しな い者 に

対 し,違 約 金(10-zanya1-zugs)と して[銅?(dmar)]2サ ンを直 ち に支 払 い,

違 約 罰 の 杖 打 ち もき ま り通 り打 つ こ と と定 め た証 文 に,司 法 官 タ クサ ン=ッ ィ

ニ ャン と レク サ ン=レ ク ツ ェ ン と盧像 奴(lusyang一'do)と[空 白]等 な どの証 人

印(dpang-rgya)と,保 証 人(khas-len)と 保 徳 の私 印(sug-rgya)を こ こに捺 印

(6)訳 文中,対 応す る原文を示す必要がある と判断 した箇所は,(丸 括弧)に ローマ字原文 を補 っ

た.[か ぎ括弧]内 は,筆 者 による解釈 ない し補足 である.
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す る.

VerSQ

胡 人(1ho-1nyi)よ り牛 を買 った証 文

[漢 文]牛 交 易 の 証 文

(7)

注 釈

1ng(ト1a「(間)に 」:ngoは 「面,相 」.yar-ngo,mar一 ㎎oと い う複 合語

で お の お の 月 の 「前 半 」,「後 半 」 を あ らわ す が,ngoだ け で 「月 の 前 半 」 を と

くに表 す こ と もあ る よ うだ(Jaescheke:129).い ず れ に せ よ 「月 の 前 半 」 な

い し 「前 後 半[=全 体]」 とい う期 間 を 指 し,つ ぎに 続 く 「会 議 の 開 催 地 云 々 」

とい う記述 と併 せ て契 約 の期 日を 特定 す る こ とに な る.な お,ng(トthog-zhag

「当 日」(大 辞 典,蔵 漢 歴 算 学 詞 典)と い う表 現 と関連 づ け うる 可 能 性 もあ ろ

う.

2blon「 ロ ン」:blonは 一般 に 「官僚,大 臣 」 を 表 す 語.た だ し,古 チ ベ

ッ ト文 献 で は,ツ ェ ンボ(皇 帝)の 母 を 輩 出 した 氏 族 出 身 の 官 僚 に つ け られ る

称 号 で あ るzha㎎ 「シ ャ ン」 と 対 立 し,そ れ 以 外 の 氏 族 出 身 の 官 僚 に つ け ら

れ る(武 内1987:40).

2khrom「 〔瓜 州]軍 管 区」:khromは,8-9世 紀 の チ ベ ッ ト帝 国 が 占領

統 治 地 域 に 置 い た 軍 事 ・行 政 単 位 で,dmag-dpOI1「 将 軍 」 を 長 と し,数 個 の

(8)

都 市(あ るい は 州)で 構 成 され る.各 軍 管 区 の行 政 は,中 央 か ら派 遣 され た 大

臣 た ち が 夏 冬 に会 議 を 開 い て決 定 す る.本 文 書 に 言 及 され てい るの は そ の冬 の

会 議 で あ る.敦 煙(沙 州)は,粛 州 と と もに瓜 州 軍 管 区(kva-cukhroln)に

属 す る の で(Uray1979),こ の 会 議 は瓜 州 軍 管 区 の会 議 と推 定 され る.

2pe'u-mun「 寳 門?」:漢 語 の音 写.音 の上 か らは 「保 門 」 も可 能.敦 燈,

瓜州,粛 州 地 域 の地 名 に違 い な いが,い ま の と ころ比 定 で きな い.

(7)各 行の頭につけた数字は,テ キ ス トの行数字 に対応す る.

(8)Uray氏 は"millitarygovemment"と 訳 し(Uray1979),山 ロ瑞鳳氏 は 「軍団」 と訳 す.

(山 口1981)

(39)



21i替yu-kgs「 李 ユ レク」:姓 は漢 語 の 音 写,名 は チベ ッ ト語 とい う構 成

(9)
だ が,漢 人 千 戸 部 で あ る トンサ ル 部 に 属 す る漢 人.李 ユ レ クは,別 の 契約 文 書

(雇 用 契 約:P.1098)に お い て,穀 物(税)運 搬 の 責 務 を人 を雇 って代 行 させ

る雇 主 に な って る.

2rje-gol「 主 従?」:F.W.Thomasは 地 名 と と るが(TLT:367-8),文 脈

に あわ ない,rje-go1は 人 名 ない し 職 名 の後 に現 れ る(e.9.dru-gua-serje-

gol:P.2124;ban-derje-go1:Ch.79.xiv).こ こで は,rje-go1をrle-kho1

「主 従,君 主 」(大 辞 典:909)の 異 綴 り字(variantform)と 解 釈 したが,最

終 的 な もの で は な い.

2-3mtho㎎ 一kyabse-tong-pa「 トンキ ャ プ ・セ トンパ」:ト ンキ ャプは 漢

文 文 献 で は 通頬(人)と して あ らわ れ る部 族.セ トンパ は トン キ ャプ人 に よ っ

て構 成 され た千 戸 部 の一 つ(山 口1981:5-10).「 年 代 記 』 に,チ ソ ン デ ツ ェン

(在位742-797)の 治 下 に,チ ベ ッ トはmkhar-tshan(霊 州 ・涼 り・1・D方面 を 攻略

し,ト ンキ ャブ。の万 戸(khri-sde)5部 を創 設 した とあ る(P.1287:386-7)よ

うに,ト ン キ ャ プは も とmkhar-tshan地 方 に い た ら しい.そ れ よ りず っ と

西 の沙 州 に,ト ンキ ャプ の新 しい 千 戸 部 が 創 設 され た の は龍 年 の春 で(P.1113),

山 口瑞 鳳 氏 は この年 を824年 と推 定 して い る(山 口前 掲:7-8).こ の あ らた に

沙 州 に設 置 され た トンキ ャプ の千 戸 部 が セ トンパ で あ る 可能 性 が 高 い.そ の場

(10)

合,こ の文 書 の年 代 もそ れ以 降 の 鼠年 す な わ ち832年 に 限 定 され る.

31ho-blon「 非 チ ベ ッ ト入担 当 官 」:1ho-blonを1ho-bal「 トン キ ャ プを は

じ め,漢,ウ イ グル,吐 谷 渾,ス ンパ,ソ グ ド,コ ータ ン,ネ パ ール な どの非

チ ベ ッ ト人 」(cf.Richardson1983,Takeuchi1984)担 当 のblon「 官 僚,役

人 」とい う複 合 語 と解 釈 した.な お,lho-ba1-kyiblon「 非 チ ベ ッ ト人 出身 の官 」

とい う解 釈 も考 え られ るが,P.1089:22-28に よれ ば,軍 の 千 戸 長 は つ ね に チ

ベ ッ ト人 で あ った よ うだ .ま た,本 契 約 文 書 の裏 面 で は,売 主 で ある 安 保 徳

(9)古 チベ ッ ト文書 にあ らわれ る人名 の構成 およびその民族 性については,拙 論[前 掲注1]§8

を参照.

(10)mthong・kyabse-tong-pa「 トンキ ャプ ・セ トンパ」 は,P・11741こ もみえ るが,下 書 きの

断片で情報量がす くない.
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(お そ ら くソ グ ド系 の入)を 指 して,1h(レmyiと 呼 ん で い るが,こ れ も現 代

語 で解 釈 で ぎる よ うな 「南 の人 」 で は な く,1h(トba1と 同 義 で,漢 語 に お け る

「蛮 人,胡 人 」 に相 当 す る と考 え る.

3bran「 隷 僕」:branは しば しば 「奴 隷,boundservant」 と訳 され る.

た しか に,豪 族,官 僚 ま で含 む'bangsに 比 べ 自由度 が低 く,売 買 の対 象 に も

な る(e.9.Ml.xlix.7).し か し本 文 書 の よ うに,売 買 取 引 の主 体 や,保 証 人

に もな り得 る こ とに留 意 す る必 要 が あ る.

4anpe'u-tig「 安 保徳 」:姓 名 と も漢 語 の音 写 で あ る.姓 の漢 字 は確 実 だ

が,名 の漢 字 還 元 は必 ず し も100%確 実 とは 言 え ない.た だ,「 保徳 」 は 敦煙 漢

(11)
文 文 書 に よ くで て くる 名前 な の で,そ の確 率 は高 い.

5dmarsranggsum「 銅?3サ ン」:dmar「 赤 」 は ふ つ う 「銅 」 を指 す

が,金,銀 な ら と もか く銅 そ の もの を支 払 い 手段 と した とは 考 え に く く,ま た

代 価 が安 す ぎ る よ うに お も う.同 時 代 の 敦 燈 で書 か れ た 漢 文 の牛 売 買 契 約 文

書(e.9.S。5820+5826,P.3448)を み る と,支 払 い手 段 と して穀 物 な い し布 畠

が用 い られ てい る.そ して池 田温 氏 は これ を も とに,チ ベ ッ ト支 配 期 の敦 燈 で

は 貨 幣 が 使 用 され なか った と結 論 づ け て い るか ら,dmarを 銅 銭 と考 え る わ け

に もい か ない(池 田1986,TTD:16).重 さ の単 位 で あ るsrangを 用 い て い

る こ とか らみ て も,dmarは な ん らか の金 属 を指 して い る に ち が い な い.銅 で

は な く金 の一 種(た とえ ば黄 金,白 金 に対 し赤 色 の金)か と推 測 す るが,現 時

(12)

点 で は結 論 が 出 な い.た だ し,第1章 の文 書 リス トに見 る ご と く,チ ベ ッ ト語

9)売 買 契 約 文 書 で は金 属 のdmarが 常 套 の支 払 い手 段 で あ る の に対 し,同 時

代 の敦 煤 漢 文 売 買 文 書 で は穀 物 な い し布 吊 で あ る とい う点 で,チ ベ ッ ト文 書 と

(13)

漢 文 文 書 が 明 確 な対 立 を示 して い る こ とに注 意 す べ ぎで あ る.

(11)竺 沙雅章氏が紹介 した 「諸寺丁壮車牛役簿」(S.0542v:40)に は,「 安保徳」の名が見え る

(竺沙1982:438).文 書の年代か らみて も同一人物であ る可能性 はある.

(12)ち なみ に,Zhang-zhung語 ではmarは 「金」 にあた る(Haarl968).な お,敦 煙 チベ

ッ ト文 書で もdo且g・tse「 銅子=銅 銭」 は,コ イ ンを 用いた占いに登場す るが,貨 幣と してどの

程度 使われたかはよ くわか らない.

(13)漢 文文書が示すよ うに,当 時の通貨代用品が穀物,布 吊で あった とすれ ば,dmarは 実 際に

使われ るものではな く,穀 物や布 吊に換算で きる基準 として用 いられ たのか もしれ ない.
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4mjald-pa「 買 った」:mja1-baは 本 来 「交換 す る,交 易 す る 」 を 意 味 し,

売 買契 約 文 書 で は つ ね に 「買 う」 に あた る用語 で あ る.本 文 書 の 裏 面 で 使 わ れ

て い る漢 語 の表 現 「博 」 と類 似 して い る.tsho㎎ 「売 る」 と結 合 してmjal-

tshong「 売 買 取 引 」(c五nyo-tshong)を 意 味 す る(本 文 書9行 目).な お,

mjal-ba「 買 う」 の間 接 目的 語 は,奪 格1asを とる の が普 通 だ が,与 格1aを と

る こ と もあ る(e.g.本 文 書verso,P.1088piさce3:4),

6mchid-kyis'tsha1「 対 処 す る」:契 約 文 書 に頻 出 す る慣 用 句 で,文 脈 か

ら 「対 処 す る,責 任 を と って 処理 す る 」 の 意 味 が確 定 され る.

6-7zha1-che[grasP〕gchadchichad-pala:直 訳 す れ ば 「法 廷/裁 判

(で)[ラ ン クを]決 め るい か な る決定 に も」 とな る.[gras]の 箇 所 が一 部 破

損 して読 み取 れ ず 再 考 の余 地 が あ る.

7sgor「 も とに」:sgoは 「戸=household」 の意 味 で つ か わ れ,一rは

dative-10cative

7brgyala「 万 一」:文 字 通 りには 「百 に[一]」.

7gzhilamalpchissam=gzhilama-mchis-sam「 不 在 で あれ ば/居

住 地 に い な けれ ば」:漢 文,ウ ィ グ ノレ文 契 約 文 書 の よ うな 「逃 亡 す る な らば 」

とい う意 味(護1961:240-251)は,明 示 的 に示 され て い な い.

gkhugsde-skyes「 麹 デ キ ェ」:姓 は漢 語,名 は チベ ッ ト語 で 「[その 千 戸]

部 生 まれ 」 の意 味.

1110-1cag「 違 約(罰)の 杖 うち」:違 約 罰 と して の杖(な い し鞭)う ち は,

コ ータ ン,ト ゥ ムシ ュク,ニ ヤ ・プ ラ ク リ ッ トの文 書 にみ え る(Hitch1988) .

漢 文 文 書 に も多 くは ない が あ った ら しい(仁 井 田1937:149).

13dpang-rgya「 証 人 印 」:dpang(一po)「 証 人,立 会 人 」 は漢 文 文 書 の 「見

人 」 に相 当 す る.た だ しdpang-rgyaは,本 文 書versoの よ うに 「証 人 印 を

押 した文 書=証 文 」 も意 味 す る.

13khas-1en「 保 証 入 」:漢 文 文 書 の 「保人 」 な い し 「口承 人 」 に あ た る.

語 の構 成 と して は 「口承 」 に一 致 す る.連 帯 保 証 の責 務 を負 う.

13sug-rgya「 私 印 」:印 は 手 紙 文 書 で も しば しば 用 い られ るが,そ の 場 合,
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王 宮 ・議 会 な どの公 的 機 関 が もち い る大 型 角 形 の官 印(phyag-rgya)に 対 し,

個 人 は 小 型 円形 の印(図 版1参 照)を もち い る。sug-rgyaは ふ つ うこ の私 印

を 指 す.個 人 の アイ デ ン テ ィフ ィケ ー シ ョンの 手 段 と しては 「私 印」 の他 に,

い わ ゆ る 「画 指 類(mdzub-mo-tshad,sug-yig-tshad,Iag-yig-tshad)」,署 名

(漢 字),(花 押(ab-dzi〈 押 字)」 が あ り,sug-rgyaは これ らを総 体 的 に指 す 場

(14)

合 も あ る よ うだ.

14btab-pa「 こ ζに捺 印 す る」:文 字 通 りに は 「捺 印 した もの 」 とい うよ う

に 体 言 どめで 終 わ り,こ れ が 捺 印 した そ の 文 書 で あ る こ とを 示 してい る.

VersoIho-myi「 胡人 」:lho-blonの 注 釈 を み よ.

解説

この文書はつぎのような構成をとっている.

(1)日 付:冒 頭に契約の年月が くる.そ の形式は,十 二支(プ ラス月)と,

会議の招集者名および開催場所 とい う二種類の情報の複合で示される.こ れ

は古チベ ット文書特有の形式で,12年 ごとのサイクル と,年 ごとに変わる会

議の場所と招集者名(こ れらは各地の 「編年記」に記録されている)を 併せ
(15)

ることによって,年 を特定するものである.

(2)売 買の当事者(売 主 と買主)と 売買物件

(3)代 価

(4)売 買物件の形態的特徴の記述
(16)

(5)第 三者追奪担保文言:こ こは3つ の項 目から成っている.

ア)売 買の後,第 三者が売買物件(で ある牛)の 所有権を主張して追奪 しよ

うとする場合,売 主が対処(防 御)す る責任がある

(14)sug-yig-tshadに ついては,本 稿第5章 注釈,そ の他の諸形式 の機能 と形態 については拙論

[前掲注1]§5を 参照.手 紙文 書については,武 内1986参 照.

(15)申 央 政府編纂のr編 年記(TheRoyalAnnals)」 には,ツ ェンポ(皇 帝)の 居場所 と夏冬

の会議の場 所 ・主催者 が記されたよ うに,各 地で,そ の地域(軍 管区khrom)の 会議を記録 した

「編年記」が編まれたと想定 される.そ れ らの 「編年記」 の使用 目的の一つが文書類の年を確認

する際の リファレンス とな ることであ った(cf.Uray1975).

(16)契 約文書 の術語 につ いては,森 安1989を 参照 したら
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イ)売 買物件が追奪 された場合,売 主が等倍の代償を買主に支払 う(代 償文

言)

ウ)売 主が不在の場合,保 証人が責務を代行する

(6)当 事者違約担保文言

ア)当 事者間の私的な支払い

イ)公 的な違約罰

(7)証 入(立 会人)の 名前の列記.証 人,売 主,保 証人捺印の旨

(8)印

このようにR1094は 売買契約文書 としてよく整 った形式を示 している

といえよう.

3.牛 売 買 文 書2:P.1095(図 版2参 照)

概 観20×27.5伽.versoは 空 白.本 文 の下 部 に6個 の朱 円 印が み え る.原 本

を み る とそ の一 つ に 証 人(立 会 人)の 一 人 で あ る,張 シ ュン シ ュン(cang[zhun

zhun])の 名 が 読 み取 れ る.残 りは,売 主,保 証 人,他 の証 人(立 会 入)の も

の で あ ろ う.折 り跡 も残 っ て お り,下 書 き では な く実 際 の契 約 文 書 で あ る こ と

は 疑 え ない.

テ キ ス ト

1.一Q/:/yosbulo'idgunsla'b蜘gpo'ingola//'azhama

gadocingy6sdezゴngnukusponglas/

2

3

ら
4

5

6

/wanggvanghゴng9ゴsglanggcゴgmjalpa'ゴspurtagsdang

rutshugsla//

91angnagPolarutso9/brangzholbkrabagcゴgmjalthe

//gla㎎'dゴ1asladgyislala

zhig9ゴsngobzungngam/zhalmcugcesphrascゴbyung

yangrungste/nukuspongmcゴdkyi[s]

'tsal//brgyalazhalmcuzhigbyungste/glan'dゴngo

shorpargyurdnayang/91ang

'dゴtshamphodpalusgyゴtshod/na'ボdragciggam/rゴn

dubasmadgnyis'tsal
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7

8

9

10.

11.

12.

13.

pa'ゴphelrgyudtshunchad/'phralduslargvanghingla

'bulbarbgyis//nukuspong

mamchisna//damtshigsgongnasslnospabzhぬ/

khaslenkhona'inubo/

zi㎎shacuskyesmcゴdgyゴs,tshalbarbgyispa'ゴdphangla

//blonlhabza㎎

1hastondang/wanghingtseda㎎/anhengtsedang/

cangzhunzhunlastsogspa'ゴdpang

rgyadang/glangbdagda㎎khaslengyisugrgyasbthab

pha//mjaltshong,dゴ1tar

bgyispa'ゴ'ogdu/tshollglobazhigmc1亘sna/gangsngar

lobas/myゴ10baIanaskhalbzhヂphral

dustsaldparyang/yaldambgyisso//

(17)

訳

1兎 の年 の冬 の第 二 月 に

1-2ア シ ャ ・マ ガ ドチ ンの[千 戸]部 の ジ ン=ヌ ク ポ ンか ら,王 グ ワ ン ヒ ンが,

牡 牛 一 頭 を買 っ た,

2遭[そ の牛]の 毛 の特 徴 と 角 の 形 状 は,黒 牛 で 角 が 低 く 曲が り,胴 下 部 の

[毛 が]斑 の もの を買 って,

3-4こ の牛 に対 して,今 後,誰 か が[自 分 の もの だ とコ 認 知(ng(》bzung)し

た り,[そ の た め]大 小 い か な る 訴 訟 が お きて も,[買 主 に は]問 題 な く,[売

主 で あ る]ヌ クポ ンが対 処 す る,

5-7万 一,訴 訟 に な って,[そ の結 果]こ の牛 が[買 主 か ら]追 奪 さ れ る こ と

に な っ て も,[売 主 コ は,こ の 牛 と 同程 度 の躯 の サ イ ズ で年 の似 た もの一 頭,

あ るい は 代 価 と して 牝 牛 親 子(ba-smad)二 頭 が あが な え る額 を,直 ち に グ ワ

ン ヒ ンに払 い 戻 す よ うに定 め た.

7-9ヌ クポ ンが不 在 で あ れ ば,上 に 述 べ た約 言(dam-tshig)の 通 り,保 証 人

で あ る本 人[=ヌ クポ ンコ の 弟,ジ ン=シ ャチ ュキ ェが 対 処 す べ く定 め た,

(17)r講 座 敦煙6』 に山口瑞鳳氏の和訳 がある(山 口1985=506-7).
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9-11[そ]の 証 に,ロ ン ・ラ サ ン ラ トン と 王 ヒ ン ツ ェ と 安 ヘ ンッ ェ と 張 シ

ュ ン シ 耳 ン等 な どの証 人 印 と,牛 の 持主[・ 売 主 コと保 証人 の 個 人 印 を こ こに 押

す.

11-13売 買 取 引 が この よ うに 成 立 した後 に,取 引 を反 故 に す る ものが い れ ば,

先 に反 故 に した者 が,反 故 に しな い 者 に,大 麦4駄 を 直 ち に与 え る べ し との違

約[罰]文 言(yal-dam)を 定 め た.

(18)注 釈

1'a-zhama-ga-do-cin「 ア シ ャ ・ マ ガ ドチ ン」:ト ン キ ャ プ と な らび ア

シ ャ(吐 谷 渾)の 人 々か ら 構 成 され る千 戸 部 が,カ ノレツ ェ ン軍 管 区mkhar-

tshankhrom内 に あ っ た こ とは確 実 だ が(cf.P.1089:34-43),瓜 州 軍 管 区

内 に も設 置 され た ら し く,「 マ ガ ドチ ン」 が そ の 一 つ か も しれ ない.詳 細 は不

明.

1zingnu-ku-spong「 ジ ン=ヌ クポ ン」:姓 のzingが 漢 語 で あれ ば,該 当

す る もの と して,「 伽 ぐ らい か(た だ し,{乃 は正 確 に は 口蓋 音zhi㎎ で写 す

はず で あ る).名 の方 は何 語 形 か 決 定 で ぎ ない.

2wanggvang-hing「 王 グ ワ ン ヒ ン」:姓 名 と も漢 語 の音 写.名 の方 は,

た とえ ば 「廣 興,光 恒 」 な ど想 定 で きる が,可 能 性 が 多 す ぎて特 定 で ぎな い.

3ngo-bzung「(自 分 の もの だ と)認 知 す る」:漢 文売 買契 約 文 書 中 の 「寒

盗 識 認 」(e.9.TAM509:TTD(B)207)に よ く対 応 す る が,必 ず し もcalque

とは い え な い.

9-10blonlha-ston「 ロ ン ・ラ トン」:チ ベ ッ ト入 役 人.

10wang1亘119-tse「 王 ヒ ン ツ ェ」,anheng-tse「 安 ヘ ンツ ェ」,cang

zhun-zhun「 張 シ ュン シ ュ ン」:い ず れ も,姓 名 と も漢語,

13yal-dam「 違 約(罰)文 言 」:ya1-ba「 消 散,解 消 」+dam-tshig「 約

言 」 の複 合 語 で,「 解 約 の 場 合 の 取 り決 め」 とい うよ うに解 釈 した.

(18)P.1094(cf.前 章)と 重な る箇所については,注 釈を省略す る.
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解 説

この文 書 は,(1)日 付,(2)売 主 ・買主 ・売 買 物 件,(3)第 三 者 追 奪 担 保 文

言(売 主 に よる防 御 の責 務 ・等 倍 の 代 償 ・保 証入 に よる責 務 の 代 行),(4)証

人(立 会 人)名 の列 記.証 入,売 主,保 証 人 捺 印 の 冒.(5)当 事 者 違 約 担保 文

言 とい う構 成 を とっ て い る.前 章 の 文 書 と くらべ て 異 な る点 と して,a)日 付

の書 ぎ方 が簡 略 に な り,「 会 議 云 々」 の 項 目が 省 略 され て い る,b)代 価 が 明

記 さ れ て い な い,c)違 約 担 保 文言 が本 文 の 最後 に きて い る,d)公 的 な違 約

罰 が な い,が 挙 げ られ る.つ ま りP.1095で は,い くつ か の項 目が 省略 な い し

簡 略 化 さ れ た だ け で,そ の逆 にP.1094よ りも情 報 量 が増 え て い る と ころ は な

い.し た が って,両 文 書 を 比 較 した 場 合,前 章 のP.1094の 方 が,フ ォーマ ノレ

な 書 式 の 体裁 を よ り忠 実 に 反 映 し,P.1095は そ れ を か な り簡 略 化 した もの と

み な す こ とが で き よ う.

4.牛 売 買 文 書3:P.1088(図 版3参 照)

概 観Lalouの ヵ タ ロ グ(1nventaire)で は,P.1088に は 文 書2片 が 含 まれ て

い る と あ るが,1989年 に パ リ国 立 図 書 館 で 調 べ た と ころ,内1片 が分 離 して計

3片 に な って い た.書 体 等 か らみ て,こ れ ら3片 は も と も と同一 の紙 の断 片 に

相 違 ない が,互 い の 相 対 的 な位 置 は 決 め難 い.書 か れ て い る文 書 は,チ ベ ッ ト

語 の手 紙 の下 書 き,穀 物 貸 借 文 書,牛 売 買 文 書,そ の他 の落 書 き と,漢 文 の穀

物 貸 付 台 帳 で あ る.落 書 き の 中 に,bodkyilhabtsanpokhrigtsugslde

mabrtsankyiskuringla/chabsridgyiblonpobrgyabyinla「 チ

ベ ッ トの聖 神 ツ ェン ポ ・チ ッ クデ ツ ェ ンの御 代 に,統 治(に あつ か る)臣 ギ ャ

チ ンに 」 とい う,年 代 記 を想 わす(じ っ さ い に は手 紙 の書 出 し ら しい)も の が

あ るが,チ ツ クデ ッ ェ ン(在 位815-838/841)の 治世 に 言 及 して い るか ら,こ の落

書 き の年 代 は そ の期 間以 降 とな る.こ の落 書 き と牛 売 買 文 書 な どはす べ て 同 じ

手 で書 か れ た チ ベ ッ ト文 字 で,し たが って 同時 期 とみ なせ る.と ころ で,本 章

で検 討 す る牛 売 買 文 書 の年 は 兎年 で,ま た穀 物 貸 借 文 書 も兎年 で あ る.牛 売 買
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文書の冒頭には瓜州軍管区云々とあるから,敦 煤地方がチベ ット支配下にある

とぎ,つ ま り848年以前に限 られる.以 上の情報をあわせると本文書の兎年は,

835年 ないし847年(お そらく後者)と 推定 される.

一紙面に,同 ぬ人によるおお くの下書きや落書きが書かれているところから

みて,牛 契約文書 も正式のものではなく,下 書 きないし本人 の控え.であろうと

推測す る.注 釈で示すように,テ キス トのはじめの日付のところで,明 らかな

写 し間違いがみ られることもそれを裏づける.テ キス トの下部は欠損 していて,

残 りの一部が別の断片に見いだされるが,そ の間の続きぐあいは不明.

テ キ ス ト

1.一Q//yosbulo'idpyid//

sugchubtabpa'i[1a]nla/

2

・3

04

0
5

6
6

7

の
8

●9

kvacukhromsgyi'dunsa/

{dmagponblonkhromlegsdang/blonrgyaltsan.dang/

blonklu40grjelastsogs

pas}/stongsargyisde/kvag[rnga]ngshi'udmarsrang

gsunユgyis[bP]ogdu/rgod

sargyisde/sagdgebstan[～brtan]1abarmadgchigmlal

pa,ispurtag

dangrustshugslabanagporvagchigmamchispagchig

mjal

te/basladgyi「S]bla'ognaszhalcechephragji'byung

'ambdagPozhig

〔gu]dna'byungste/basholpargyurramdgebstanmchid

gyi'tshalbar1)gyis

brgyaladgebstangyi .yuldubsk〔u]1tamkhusmaslebs

damgongnas[s]mos

pabzhinmchidgyi'tshalbarbgyispa'ikha[1enas/]

〔separatesheetコ

10.～phraldu[rnga]ngshi[,u]gisgor,bulpharbgyispa,idpang

la/.[

11.P[土4]cinamchidgyi'tshalzhingbskyinbza[ngrab][
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訳

1兎 の 年 の春,瓜 州 軍 管 区(kva-cukhroln)の 会 議 を粛 州[に て]開 い た

とき,

2-3{将 軍(dmag-pon)ロ ン ・ トム レク と ロ ン ・ギ ェル ツ ェン とロ ン ・ノレ ド

グ ジ ェ1等が,}

3-4ト ンサ ル[千 戸]部 の 郭 ガ ン シ ウが,銅?(dmar)3サ ン の値 で?

([b?]09-du),ゴ ェサ ル[千 戸]部 の 索 ゲ テ ン よ り優 良 な牝 牛(ba-rmad)一 頭

を買 った,

4-5[そ の牛]の 毛 の特 徴 と角 の 形 状 と して は,黒 の牝 牛 で角(rva)一 本 が

な い もの を 買 っ て,

6-7[こ の]牝 牛[に 関 して]今 後,上 か ら或 は下 か ら,大 小 いか な る訴 訟

が お き よ うと も,ま た,[牛 の]持 ち主 が別 に現 れ て,[そ の 結 果]牛 が 追 奪 さ

れ る こ とに な っ た と[し て も],ゲ テ ンが対 処 す る こ とと定 めた.

く に

8-9万 一,ゲ テ ンの郷 土 に て,督 促 の通 知 が(bsk[u]1-tamkhus)届 か な

い[場 合 は],上 に述 べ た約 言 通 り対 処 す べ く定 め た保 証 人[下 欠

10?上 欠]直 ち に ガ ンシ ウの も とに支 払 うべ く定 め た証 に[下 欠

注 釈

2-3{bmagPQn_.1astsogspas}「 将 軍....等 が 」:こ の 部 分 は1行 目

のkvacukhromsgyi'dunsa「 瓜 州 軍 管 の 会 議 を 」 とsugcu「 粛 州[に

て]」 の 間 に入 り,会 議 の 招 集 者 を示 す べ ぎ箇 所 で,書 き写 す際 に誤 っ た もの

と考 え られ る.

3kvag[rnga]ng-shi'u「 郭 ガ ンシ ウ」:姓 は 漢 語 の音 写.名 も漢 語 の可 能

(19)
性 が高 い.

3[bP]09-du「 値 で 」:文 脈 か らは 「値 で」 に 相 当 す る旬(rin-du,gong-

du)が 期 待 さ れ る が,文 字 の読 み か らは,bo9-duな い しtho9-du.bogs「 利

(19)mgangが 漢語の音写である場合,語 頭のrは とくになん らかの音を写す ものではない.
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益,税 」 と の 関 連 が 考 え ら れ る が,最 終 的 な 読 み は 未 定.

4sagdge-bstan「 索 ゲ テ ン 」:姓 は 漢 語,名 は チ ベ ッ ト語.漢 人 住 民.

8bsk[u]Itamkhus「 督 促 の 通 知 で 」:bsku1「 催 促,督 促 」+gtam「 こ

と ば 」 と解 釈 し た.た だ し,最 初 の 語 の 一 部 が 破 損 で 読 め ず,bsk[ya]ltam

「連 れ て い っ た り 」(skye1-ba"take,accompany"のP五bskyeld+tam"or")

と読 む こ と も で き る.khusは,khu"calling"十instrumentalmarker(cf.

bsnyag-pa'ikhu-skad-kyis「 召 喚 の 通 知 で 」:P.1094.8).

解 説

本 文 書 の構 成 は,(1)日 付,(2)売 買 の 当事 者(売 主 ・買主)と 売 買物 件,

(3)代 価,(4)売 買 物件 の形 態 的特 徴,(5)第 三 老 追奪 担 保 文 言(売 主 の 防御

義 務 ・保 証 人 の代 行 義務)[以 下 欠]と な って い る.文 書 の末 尾 が 欠 け て い る が,

構 成 はP.1094文 書(第2章)と 合 致 して い る.た だ,各 項 目の記 述 が い くぶ

ん簡 略 で あ る.

以上,3点 の牛 売 買 文 書 を検 討 した と ころ,す べ て基 本 的 に 同 一 の 構 成 ・書

式 を示 し,な か で もP.1094文 書 が もっ と も 整 った 書 式 を もっ てい る こ とが

わ か った.P.1094に 比べ,R1088は 各 項 目の記 述 が い くぶ ん簡 略 化 され,P.

1095は 項 目数 が減 りか つ項 目の配 置 に若 干 の異 同 が ある.つ ぎに 馬 の 売 買 文 書

を検 討 し よ う.

5.馬 売 買 文書:P.1297piδce3(図 版4参 照)

概 観P.1297は,8葉 の紙 が54頁 の イ ラ ス トの よ うに 貼 合 わ せ され た もの で,

(20)
一 枚 の 薄 手 の紙 で裏 張 りされ て い る

.各 葉 ご とに,チ ベ ッ ト語 文 書(合 計7

点)と 漢文1点 が 記 され て い る.裏 張 りした紙 の 方 に は,漢 文文 書 が 書 か れ て

い る.首 尾 が 欠 け て い る が,同 筆 の 一 連 の 文 書 で(=PelliotChinois4686),

内容 は家 屋 建 築 に つ い て の 占い(お そ ら く 「宅 経 」)であ る.本 稿 の主 題 は チ ベ

(20)文 書の内容 と構成については,筆 者がパ リで 調査 したが,そ の後森安孝夫氏 か ら裏 の漢文 が

別の薄手の紙 に書かれた ものだ との教示を うけた.
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矢印はテキス トの姶めと方向を示す

P.1297永 寿 寺文 書

piさce 年 内 容

狛

止
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島

夏

春
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冬
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㎞

子

豚

羊

虎

虎

牛

牛

麦貸付文書

穀物(粟 ・豆)貸 付台帳3点[漢 文(=P.4686)コ

畑地 訴訟文書

馬売買文書

麦貸付文書

牝馬貸借文書

豆貸付文 書

豆貸付文 書

ッ ト文書の面だが,ま ずその構成をイラス トとリス トで示すと上のようになる.

リス トが示すように8点 の文書は,貸 借契約(お よび貸付台帳),売 買契約,

訴訟文書である.と ころで,各 契約の当事者をみると,債 権者(貸 借契約では

貸主,売 買契約では買主)が 永寿寺(チ ベット文字表記でweng-shi'u-si)な い

しその関係者(永 寿寺の名が明記されていない場合でも,僧 侶であることから

そ う推定される)に なっている.訴 訟文書の当事者も僧である.ま た同じ僧の

名が複数の文書にまたがってあらわれる.こ のことは,こ れ らの文書すべてが

永寿寺に関連した一連の文書であることを示唆する.上 の リス トの題を 「永寿

寺文書」と名付けたゆえんである.じ っさい,契 約の債権者が契約文書を保持

する立場にあるわけだから,こ れらの文書は債権者である永寿寺が保管してい

たものと考え.てもよかろ う.
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で は,こ れ らの文 書 は紙 背 利 用 の た め に ア トラ ンダ ムに 貼 合 わ され た ので あ

.ろ うか.そ れ とも もと もと順 序 だ っ てい た のか.上 の リス トに つ け た番 号 は,

ChoixdeDocuments第2巻 に 本 文 書 の 写 真 が 出 版 され た と ぎに 便 宜 的 に 付

与 され た もの だが,こ の番 号 を 逆 に,6b-6a・4-5-3-24b-1aの よ うに,上 の イ ラ

ス トで 右 か ら左 へ 並 び か え てみ る と,日 付 も牛 年 か ら順 に 並 ぶ.そ の うえ,こ

れ ら の文 書 は,互 に文 面 を 隠 す こ とが ない よ うに注 意 深 く貼 合 わ され てい る.

それ に対 し,裏 張 りの漢 文 文 書 は一 連 の文 書 では あ るが 首 尾 が 欠 け て い る.以

上 の こ とか ら,P.1297は 永 寿寺 関連 の契 約 ・貸 付 文 書 を 年 代 順 に ま と めて 貼

わ せ,漢 文 文 書 で 裏 打 ち も の と推 定 した い.

つ ぎに 文 書 の 年 代 を み よ う.永 寿寺 は,チ ベ ッ ト支 配 期 の 後 半(810年 前 後)

(21)
に創 建 され,帰 義 軍 期 には す で に 姿 を消 して い る.そ うす る と,上 掲 リス トに

み え る牛 年 か ら鼠(子)年 は,809-820,821-832な い し833-844に しぼ られ,

本 稿 の対 象 で あ る馬 売 買 文 書 の 羊 年 は,815,827,839年 のい ず れ か に な る.

さ らに,文 書 中 に,「 漢 姓+チ ベ ッ ト語 名 」 とい う,チ ベ ッ ト支 配 期 の 後 半 に

出 現 す る人 名 形 式(前 注1中 の 拙 論 §8参照)が み え る こ とか ら,契 約 の年 を827

ない し839年 に 限定 す る こ とが で きよ う.

以 下 に 馬 売 買 契 約 文 書(piさce3)の 内容 を検:討す る が,続 く章 で,売 買 契約

で は ない が,家 畜 に関 す る契 約 で あ る牝 馬 貸 借 文 書(piさce5)も 参 考 と して 訳

出 す る.そ の 他 の 貸 付 文 書 は,借 用 契 約 文 書 と して別 稿 に て 一 括 して取 り扱 う

つ も りで あ る.

さて,馬 売 買 契 約 文 書(piさce3)は,15.8×30.7傭 の 横 長 の 紙 一 面 に 書 か

れ,本 文 の 下 部 に は,8つ の 朱 の 円印(私 印)と 保 証 人 の うち 一 人 のs㎎ 一yig-

tshad(画 指 の変 形)が 記 され て い る.s㎎ 一yig-tshadに つ い て は 注 釈 の と こ

(21)永 寿寺 は,821年/333年/835?年 の文書(P.3336/P.2404/S・4914)に 名が挙 げられてい るが,

806年(S.542v)の 寺院 リス トにはまだ名がな く,850年(P.994)の リス トか らは消 えてい る.チ ベ

ッ ト支 配期 の末期 ない レ帰義軍期に入 って名前をかえた可能性 もある らしい(土 肥1980:356-7,

北原1980:450-2,藤 枝1961:276-8).い ずれ にせよ,永 寿寺の存在は,810年 頃か ら840年 頃 に限

られ るようだ.
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ろ で説 明 す る.円 印 に 書 か れ ℃ い るは ず の人 名.は,原 本 で も判 読 で きな か った

が,馬 の売 主,も う一 人 の保 証 人,証 人(立 会 人)の もの に相 違 な い.こ の 文

書 は こ の よ.うに きっ ち り と体 裁 が と との っ て い る こ とか ら正 式 の契 約 文 書 で あ

る こ とは疑 い な い.

テ キ ス ト

1,

　
2

●
3

●
4

・
5

　
6

.7

驚
8

・
9

10.

[つ]/:/1ug9[i]1[o]'id[pyi]d//zhanglhabzangdang

//zhangsagsumb[rtsa]nlastsogspa[']khr[o]msrurur

btab[pa'ilan]

Ia'//tshadstodgyisdeskyatsalhabrtsanlas//dge

slongcangboncargyisrtagcゴgmjalte//spurtags4ang

mdo

[ri]sla//phogvaskyalamdorisshゴnglodangphyo

mkharmchゴs.pagcゴgmjalte//rta'dゴ1aszhalmchugces

'phrajゴbyungyangrungste//Ihabrtsanmchゴdgyis

'tshalzhfngzhalcechadmyisdodpar//rta'dゴ'歪mna'

Iuskyitshad

skyanskyonmamchispagcゴgphraldubandeboncar

la'bulbar.bgyis .//rta'磁dbyars[prコukhrustemdoris

lhag

chadcigmchガsna'dpangrgyaphrallabrjebarbgyis//

mjaltsong'dゴ1tarbyispa'ゴ'ogdulobaz比gmchisna

myど10baIadmarsra㎎Ingastsalparbgyis//brgya'la

lhabrtsanrleblasgyisbtsa1'amgzhflamamchis

na'//damgongnasbyungbabzh∫nmch∫dgyis'tshal

ba'∫khaslen/sdebaskya'tsaldodzomdang'phan'de

surtsan

mch∫dkyis'tsh証pa'ゴdpangIa//blonlhabzangIharton

dang//blonlhabzang'dotsedang//'goko9[一]ong

dang//

je'ustagIegsdang//bv置hvahradang//'bomstagtsho

dang/'bomzhangskyes/lastsogspa'ゴdpangrgyadang/

rtabdagdang/
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11.khaslengゴsugrgyasbtabpa,//dpangrnyゴngyangban

de'bonchar'changdustsald//

[upsibedown]

[phaP]'dengse'urtsanyゴgtshadbtabpa'

(22)
訳

1-2羊 の 年 の 春,シ ャ ン ・ラ プサ ン と シ ャ ン ・ サ クス ムッ ェ ン等 々(が)

[瓜 州]軍 管 区[の 会 議]を ス ノレ(sru-ru)に て 招 集 した と き,

2ツ ェ トェの[千 戸]部 の キ ャツ ブ ラ ツ ェ ン よ り比丘(dge-slong)張 ボ ン

チ ャノレが,馬 一 頭 を買 って,

3毛 の特 徴 と紋様?(mdo-ris)と して は,牡 で 額[か ら鼻 に か け て コの毛 が

白 く(gva),灰 白[の 地]に 木 の葉(shing-10)と?(phyo-mkhar)の 紋 様?

(mdo-ris)が あ る もの 一 頭 を 買 って,

3-5こ の馬 に 関 して 大 小 い か な る 訴 訟 が お きて も[買 主 に は]問 題 な く,

ラ ッ ェン[=売 主]が 対 処 して,裁 判 で の決 定 を 滞 りな く,こ の 馬 .の誓 約 通 り

の 躯 の サ イズ(lmna'一1us-kyitshad)を こ遜 色 ない もの 一 頭 を直 ちに 僧 ボ ンチ ャ

ル に 与 え る こ とと定 め た.

5-6こ の馬 が 夏 に毛 が 抜 け て紋 様?(mdo-ris)に 増 減 が あれ ば,直 ちに 証

文 を 取 り替 え る(brle)こ と と定 め た.

6-7売 買 取 引 が こ の よ うに な され た 後 に,[売 買 を]反 古 に す る 者 が い れ ば,

反 古 に しな い 者 に,銅?(dmar)5サ ンを 与 え る こ とと定 め た.

7-9万 一,ラ ツ ェンが 公 務(rje-blas)に と られ て い た り,不 在 で あ れ ば,

上 に述 べ た 約 言 の 通 り対 処 す る[責 務 を負 っ た]保 証 入 で あ る 同 じ[千 戸]部

入 の キ ャ ツ ブ ドヅ ォム と焚 デ ス ツ ェ ン('phan'de-su-rtsan)が 対 処 す る とい

う証 に,

9-11ロ ン ・ラプ サ ンラ トン と ロ ン ・ラプ サ ン奴 子('d(トtse)と 呉 コ ク〔一]

オ ン と曹 タ ク レ ク とバ ー コフ ワ ーハ と氾 タ ク ツ ォ と氾 シ ャ ンキ ェ ー 等 々 の証

(22)王 尭 ・陳践(1983:59)に 漢訳がある.
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人(立 会 人)印 と,馬 主 と保 証 人 の私 印 を こ こに 捺 印 す る.

11古 い証 文 も僧 ポ ン チ ャル が 保 持 す る よ うに与 え た.

[本 文 とは 上下 逆 に]

焚?デ ン セ ウ ツ ェン([phaP]'deng-se'u-rtsan)の 署 名 画 指(yig-tshad)を

記 す(btab-pa')

注 釈

1sru-ru「 スル 」:瓜 州,沙 州,粛 州 地 域 の地 名 と考 え ら れ るが,詳 細 不 明.

2tshad-stod-gyisde「 ツ ェ トェの[千 戸]部 」:男 奴 隷 売 買 契約(MI.xliv.

7,本 稿 第1章 の リス ト参 照)の 売 主 の所 属 した部 と して,rgod「 軍 戸 」tsad-

stQd-kyisde(た だ しTLT.143で はtsang-stodと 読 ん で い る)と あ る の

と一 致 す る な ら軍 戸 だ とい うこ とに な る.た だ し,ミ ー ラ ー ン 出土 の こ の奴 隷

売 買 文 書 は,ツ ェノレチ軍 管 区(ロ ブ地 方)内 の 出来 事 を記 した もの だか ら,本 稿

の ツ ェ トェ部 と同一 で あ る と して も,そ の位 置 は沙 州 とは限 らな い.こ れ以 外

(23)

にチ ベ ッ ト文 書 で は 今 の ところ 該 当 す る もの が 見 あ た ら な い.意 味 の上 か らは,

漢 文 文 書 の 「上 部 落 」(e.9.P.3444v=TTD.313)に あ た る よ うだ が,他 に有

(24)

力 な根 拠 が ない.

2skya-tsalha-brtsan「 キ ャツ ァ=ラ ツ ェ ン」:skya-tsaは,「skya出 身

(の母 親 の)子 」 の意 で姓 の部 分 を な し,ラ ツ ェ ンは 名 で チ ベ ッ ト語.skya一

(25)
tsaの 姓 を もつ 者 は 他 に もい る.

2cangbon-car「 張 ボ ン チ ャル 」:姓 は 漢語 だ が,名 は漢 語/チ ベ ッ ト語

いず れ と も決 めか ね る.永 寿 寺 の僧 で あ ろ う.

(23)わ ず か に 関 連 づ け う るの は,tshas-stobs・gyisde(Ch.frag.82v=TLT.58)だ が,「 鳥

年 の夏 の 第2月,ツ ェ トプ の 部 」 とあ るだ けで,そ れ 以 上 の 情 報 が な い.(TLTの テ キ ス トで そ

れ に つ づ く.文章 は,別 の契 約 文 書,)

(24)「 上 部 落」 に あ た る チ ベ ッ ト語 形 式*tsha-stod-kyisdeを 想 定 した の は 藤 枝 晃 氏 で あ る

(藤 枝1961:238-9).た だ し山 ロ 瑞 鳳氏 は,藤 枝 説 を 批 判 の うえ,「 上 部 落,下 部 落 」 につ い て ま

った く異 な る説 を 提 出 して い る(山 口1980:219-20).

(25)E.g.Skya・tsaIha-rton(P.1576,1598),khyi-bal(P.1642),khyi・skyin(P.1612),

1ha・10・snyon・snang(P.1612).
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2-3mdo-ris「 紋 様?」:辞 書 には み あた ら ない 。mdoは 「交 差 点,外 側

.etc .」,risは 「か た ち」.「 木 の葉[形]のmdo-ris」(3行),「 毛 が 抜 け てmdo-

risが 増減 す る」(5-6行)と い う表 現 か ら,馬 の 躯 の 表 面 の紋 様 あ るい は 筋 肉

くま(26)
の す じ(隈)か と推 測 す るが,再 考 の 余地 が あ る.

3phyo-mkhar「?」:王 尭 ・陳 践 は 「般 点 」 と訳 す が,根 拠 は 不 明.

6brje-bar「 取 り替…え る よ う」:rje-baは,「 もの ともの を 交 換 す る,古 い

もの を新 しい もの に取 り替 え る 」 を 意 味 す る.こ こで は,馬 の 形状 に 変 化 が 起

ぎた場 合,契 約 を新 しい もの に取 り替 え る こ とを い う文 言 と解 釈 した.

7rje-blas「 公 務 」:rje-blasの 解 釈 に つ い て は,す で にF.W.Thomas,

(27)H
.Richardsonな どに よる 議論 が.ある.語 源 解 釈 に は まだ 不 明 な点 もあ るが,

広 く 「公 務 」 を意 味 す る語 と考 え て ま ち が い な い とお も う.

8sde-ba「 同 じ[千 戸]部 の人 」:文 字 通 りに は 「部 に属 す る人 」.

8'phan'de-su-rtsan「 奨 デ ス ッ ェ ン」:姓 は お そ ら く 漢 語 「奨(な い し

藩)」 の音 写 で あ ろ う.興 味深 い の は 名前 で あ る.と い うの は,保 証人 で あ る

この入 物 は,本 文 下 の余 白 に(sug一)yig-tshad「 署 名 画 指(注 釈 最 後 の 項 目参

照)」 と して,自 分 の 名 前 を 署 名 して お り,そ の形 式 は,[phaP]'deng-se'u-

rtsanで あ る.両 者 を比 較 してみ よ う.署 名 の最 初 の部 分[phaP]は'phan

に対 応 す るは ず だが,破 損 の た め確 実 な読 み が で きな い.そ れ に続 く部 分 は,

'de -su/'deng-se'uの よ うな対 応 を示 す
.同 じ漢 語 の音 写 に相 違 な いが,形 が

ちが う.本 入 が 書 い た 形 式(後 者)が よ り規 範 的 な音 形 式 を写 す の に対 して,

書 記 が 書 い た形 式(前 者)は,よ り 口語 的 な発 音 を写 して い.ると解 釈 で き よ う.

名 前 の最 後 の音 節rtsanは チ ベ ッ ト語.し たが って,姓 は 漢 語 で 名は 漢 語 ・

(28)
チベ ッ ト語 混 交 形 式 を とっ て い る こ とに な る.

(26)王 尭 ・陳践 は根拠を 記さず に 「紋理」 と訳 している.Mme.Blondeauが 研究 した馬 の医療

書 に もmdo-risが あ らわれ る(P.1064:B1-2).そ の箇所を訳す と,「 馬 に皮膚病 が出た場 合の

治療 と しては,ま ず皮膚病 がでて いると ころ(患 部)と まだ感染 していないと ころの 境界 に,鉄

を焼 いてmdo・risサ イズに囲み,そ こか ら拡が らないよ うにする。」Blo-deauは,mdo-ris

を``empanP"と 推 定 している(Blondeau1972:241)が,本 文書 と照 合すると適合 しない.

(27)E.g.TLT.voL3:5-6,Richardson1985:5,Beckwith1983:2.n.6.

(28)こ のタイプの名を もつ者 も,チ ベ ッ ト人 ではな く多 くは漢入 である(注1に 掲 げた拙論§8参照).
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gblonlha-bzang'do-tse「 ロ ン ・ラ プ サ ン奴 子 」:役 入 の 名 前 は,タ イ ト

ノレthabs,姓rus,字mkhan,名myingの4要 素 を組 み 合 わ せ る.こ こで は,

名 の'do-tseだ け が 漢語 で あ る.(ち な み に,す ぐ前 に 出 て い るblonlha-

bzanglha-rtonの 場 合 は 名 の1ha-rtonも チ ベ ッ ト語.)名 に漢 語 形 式 を もつ

役 人 は,や は り漢 人 の 出 自で あ ろ う.

9'goko9一[一]ong「 呉 コ ク[一]オ ン」:姓 名 とも漢 語

10je'ustag-1egs「 曹 タ ク レク」:姓 は漢 語,名 は チ ベ ッ ト語.

10b幅hva-hra「 バ ー=フ ァーハ 」:姓 名 と も漢語 だ が 比 定 で き ない.

10'bomstag-tsho「 氾 タ ク ツ ォ」,'bomzhang-skyes「 氾 シ ャン キ ェ

ー」:姓 は 漢語,名 は チ ベ ッ ト語 .

11dpang-rnying「 古 い証 文」:こ の馬 に関 す る前 の証 文 で,た とえば 今 回

の売 主 で あ る キ ャッ ァ コラ ッ ェンが こ の馬 を人 か ら買 っ た と きの契 約 書 な どを

指 す もので あろ う.

yig-tshadbtab-pa'「 署 名画 指 を 記 す」:契 約 の 当事 者 が私 印 で あ る 円印

を もた ない 場 合,「 署 名+画 指 」 を お こな う.本 文 とは 上下 逆 に,本 入 の名

を 書 き,そ の 上 に 当 人 の 指 の 長 さ と関 節 を 記 す もの をmdzub-mo-tshad「 指

寸 法 」 とよぶ.そ の 変 化 形 式 として,指 の 長 さ のみ で 関 節 を 記 さ ない もの は,

s㎎ 一yig-tshadな い しIag-yig-tshad(両 者Pこ形態 上 の 差 異 は ない)と い い,

本 文 書 のyig-tshadは そ の略 称 とみ な し うる.こ れ らが,漢 文 文 書 の 「画 指 」

を模 倣 して つ くられ た こ とは 明 瞭 だ が,そ の 形 態 お よび 性格 は 漢 文 画 指 とは 異

な る.す な わ ち,字 の書 け な い人 の た め の 代 用 署 名 形 式 で あ る漢 文 画 指 で は,

名 を 書 くの は 当 人 で は な く書 記 で あ る.と ころ が チ ベ ッ ト方 式 で は,当 人 が 署

名 の うえ画 指 す る.言 い 替 え れ ば 画 指 を と もな った 署 名 とい う複 合 形 式 なの で

あ る.sug-yig/1ag-yig「 手 文字(=署 名)」+tshad「 画 指 」 と呼 ば れ るゆ え

(29)
ん で あ る.

(29)チ ベ ット文書 にみえ る署名,画 指の諸形式 と機能 については,前 掲[注1]拙 稿§5参 照.
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解説

本文書の構成は,(1)日 付,(2)売 買の当事者(売 主 ・買主)と 売買物件,

(3)売 買物件の形態的特徴,(4)第 三者追奪担保文言(売 主の防御責務 ・等倍

代償責務),(5)売 買物件 の 形態的特徴に変更が生 じたときの契約取 り替え

(蝦疵担保文言?),(6)当 事者違約担保文言,(7)保 証人代行責務(8)証 人

(立会入)名 の列記.証 人,売 主,保 証人印署の旨,(9)買 主による旧証文の

保持,(10)捺 印,署 名画指,と なる.

P.1095の 牛売買文書(第3章)と 同じく代価が明記 されていない.契 約文

書で代価が明記されないのは奇異に思われるかもしれないが,契 約文書の主 目

的は売買取引成立後の諸条件の規定にあるから,す でに成立 した取引の内容を

詳述する必要は必ずしもないとい うことであろ うか.よ り興味深い特徴は,項

目(5),す なわち 「夏になって馬が毛が抜けて去々」(5-6行)と い う項 目で,

これは,取 引成立後に売買対象物の形態に契約 と相違する特徴があらわれた場

合の規定で,暇 疵担保文言とみなしてよかろ う.項 目(9)も この文書にだけみ

えるが,こ れは,た またま,当 該馬に関する古い証文(た とえば現在の売主がこ

の馬を以前に入から購入 したとぎの契約など)が売主のもとにあるので,それも

買主に渡そ うとする主旨と解釈できよう.ま た,売 買対象による特徴 としては,

売買物件の形態的特徴の項 目(3)で,牛 の場合は毛 と角の形状が取 り上げられ

るのに対 し.馬 では毛 と縞の形状(?)に 言及される点をあげることができる.

このように馬売買文書を牛売買文書 と比較すると,2っ のadhocな 項 目の

追加があることと項 目内の記述の細部に相違があることを除 き,基 本的には同

一の構成をとっていることがわかる.

馬に関しては,P.1297に 牝馬の借用契約文書が含まれていることを述べた.

売買文書ではないが,家 畜に関する興味深い文書なので,つ ぎにそれを検討 し

たい.

6.牝 馬 貸 借 契 約文 書:P.1297pi6ce5(図 版5参 照)

概 観31×12.5伽 の横 長 の紙 面 に契 約 文 書 一 点 が書 かれ て い る.本 文 の下 部 に
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は,朱 の円印4つ がみえるが,名 は判読でぎない.契 約の年は,前 章の文書と

同じ根拠から834な いし822年 と推定 される.下 書きではな く,正 式の契約で

ある.

テ キ ス ト

1.

ロ2

・
3

・4

・
5

ロ
6

07

く)/:/stag`10'idgun//setongPa'ゴs[d]eskyoyangIegs

las//cangbandelehghyengy∫s//rtargodmagchig

mjaldpalas//rta,[dゴ]

slar//yanglegsgyづsg.yarte'tshaldnas//yosbulo'ゴ

stonsla'bringpotshunchadslarbandelenghyengyゴ

sgorl)skya[ld?層 一]

barbgyお//detshunchad[r]godma,dゴgu耳1storzhゴgdu

gyurd[naya]ng//rtaskyintshadthu[bpa'i]sbru耳1

gchig'pralIalenghyenla'bu1[ba]

dang//rtadngosgurpstordumagyurdnayang .//

dbyartshan[一y]ustsaldchゴngrte'umchisparyahgg.yon

blangste/rta血yisbrurpnayangyangle[gs]

mchidkyゴs,tshalbarbgyiSte/yanglegsdusurtamabs-

kyaldda卑thasnyadchigbtagspargyurdna/khaslen

skyosma[一]

1egsdang/1hastangstang/daηpgongnas'byungbabzhin

mchidkyゴs'tshalbarbgyisste/khongtarnalpskyisug

rgyadang/blong.yu[士2]

[±8]rgyasbtabpa//

訳

1虎 の年 の 冬,セ トンパ の[千 戸]部 の キ ョ=ヤ ン レ ク よ り僧(ban-de)で

あ る張 霊顕(cangleng-hyen)が,牝 馬(rta-rgo-ma)一 頭 を買 った あ とに,

2-3こ の馬 を ヤ ン レクが,借 用 して使 い たい とい うの で,兎 の年 の 秋 の 第

2月 ま で に,僧 霊 顕 の も とに 連 れ 戻 す[=返 却 す る]こ と と定 め た.

3-5そ れ ま で に,こ の牝 馬 が 死 ん で しま っ た(gum-stor-gzhig)場 合 で も,
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借 りた 馬 の サ イ ズ と同 じ[lit.に 達 す る(thub-pa'i)]妊 ん だ[牝 馬]一 頭 を 直

ち に 霊 顕 に 支 払 うこ と,そ して,当 該 の馬 が 死 な なか っ た場 合 も,夏 に出 産?

(tshan一[一y]u-stsa1)し て,子 馬 が で き・て い て も,[そ の子 馬 も]余 禄?@

yon)と して[貸 主 が]取 り上 げ,馬 が妊 ん で い な くて も,ヤ ン レクが対 処 す

る こ と と定 めて,

5-7ヤ ン レクが 期 日まで に 馬 を 連 れ て こ なか った り,異 議 を 唱 え た り(tha-

sngyad-chigbtags-par)す るな らば,保 証 人 で あ る キ ョ=メ ン レク と ラ タ ン

タ ンが,一 とに述 べ た約 言 通 り対 処 す る こ と と定 めて,当 人 達[i.e.借 主 と保証

人 コ の私 印 と,ロ ン ・ユ[...の 証 入]印 を こ こ に押 す.

注 釈

1se-tQng-pa'isde「 セ トンパ 部 」:ト ンキ ャプ(通 頬)の 千 戸 部(第2章

の 注 釈 を み よ).

1skyoyang-1egs「 キ ョ;ヤ ン レ ク」:skyoは 姓 だ が,何 語 か不 明.名 は

チ ベ ッ ト語.

1cangban-deleng-hyen「 僧 張 霊 顕 」:名 の漢 字 比定 は他 の字 の可 能 性

もあ る.永 寿 寺 の僧 で あ ろ う.

解説

借用契約文書の書式は本稿の目的ではないが,こ の文書の構成をいちお う示

すと,(1)日 付,(2)貸 主 ・借主 ・貸借物件,(3)返 却の期 日,(4)返 却の条

件 傭 死亡の際の賠償 ・利息ない し貸借料[子 馬]),(5)保 証人の代行責務

(6)当 事者,証 人(立 会人)の 捺印,と なろ う.こ こで とくに興味深いのは,

項目(4)で ある.ま た,こ の文書のポイン トは対象が牝馬である点にある.こ

の点を軸に,本 文書の借用条件を読み解 くとつぎのようになろうか.

「ヤンレクは手元不如意のため牝馬を売ったが,運 搬等の労役にどうしても

必要なため買主である張霊顕か ら一時貸借することにした.期 間は冬か らつぎ
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の年の秋 まで.と ころで,こ の牝馬はすでに前年の夏に種付けをすませ,妊 んで

いるはずで,売 買の際の契約に もそれが条件に含まれていた.だ から秋の返却

期には子馬がでぎているはずだ.貸 借期間中に牝馬が無事子を生み育てるのは,

借主の責任であり,で ぎた子馬は親馬ともども貸主に渡す.も し牝馬が出産ま

えに死んだときには,別 の妊んだ馬を,ま た牝馬が実は妊娠していなかった場

合 も,借 主でもとの売主たるヤンレクの責任で対処する[す なわち子馬一頭を

都合する]責務がある。」子馬が賃貸料ないし利子になっていると考えられる.

お わ り に

本稿では古チベ ット語売買契約文書の うち,家 畜(牛 ・馬)を 対象 とする文

書4点 を検討した.そ の結果,文 書によって項目の省略や項目内の記述の異同

があるが,基 本的な書式は共通していることがわかった.家 畜以外の人身,土

地 ・家屋売買契約文書の書式にもおおきな相違はないが,こ れ らの文書につい

ては今回は論ずる余裕がない.売 買契約文書全体の書式については,す べての

文書の検討がおわるのを待つとして,本 稿では最後に,家 畜契約文書の書式だ
(30)

けをひとまず次のようにまとめておこう.

1.日 付:十 二支+軍 管区会議の場所と招集者

2.売 買の当事者[売主 ・買主]と 売買物件

(3.代 価)

4.売 買物件の形態的特徴

5.第 三者追奪担保文言

ア.売 主の防御責務

イ.等 倍代償責務

6.当 事者違約担保文言

ア.当 事者間の私的な賠償

(イ.公 的な違約罰)

(30)(丸 括弧)で 囲ん だ項 目は省 略され る ことがある.
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10.

保証人の代行責務

証人[立 会人]名 の列記

証人,売 主,保 証人の捺印 ・署名画指の旨

捺印,署 名画指
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